
　≪申告にお持ちいただくもの　と　郵送による受付　について≫　 
 

市県民税申告書の提出期限は令和８年３月１６日（月）です。　  

　申告に必要なもの　  
① マイナンバーカード（個人番号カード） 

通知カード（記載内容が住民票と一致しているもの、個人番号が記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書で

も可）の場合は運転免許証などの本人確認ができる書類  　　　  
 
 
 
 
 
② 控除対象配偶者等や扶養親族、事業専従者などがいる場合は、対象の方のマイナンバーがわかるもの 

（①参照。申告書にマイナンバーを記入している場合は不要です。） 

③ 市県民税申告書　あらかじめ必要事項を記入しておいてください。 

④ 所得金額に関する書類　（例：給与・年金の源泉徴収票、収支内訳書、給与明細、収支のわかる帳簿など） 

⑤ 各種控除の適用を受ける場合に必要な証明書・領収書など（令和７年中に支払ったもの） 

l 社会保険料控除を受ける方・・・国民健康保険・後期高齢者医療保険・国民年金・介護保険等の保険税又は保険料の 

納付額を証明する書類（納付確認書、社会保険料控除証明書など） 

l 生命保険料控除・地震保険料控除を受ける方・・・生命保険料・地震保険料の控除証明書 

l 医療費控除を受ける方・・・(1)、(2)のいずれか一方の選択となります。 

(1) 通常の医療費控除・・・医療費控除の明細書※、医療費通知 

(2) 医療費控除の特例（セルフメディケーション税制）・・・セルフメディケーション税制の明細書※ 

※ 「明細書」の添付が必要ですので必ず事前に作成願います。領収書の添付や提示では控除を受けることが

できませんのでご注意ください。 

l 障害者控除を受ける方・・・障害者手帳、障害者控除対象者認定書など 

l 寄附金控除を受ける方・・・寄附先の団体などから交付された寄附金の受領証など 

⑥ 国外居住親族について扶養控除等を受ける場合は、親族関係書類及び送金関係書類 

詳細についてはお問い合わせください。 

　申告会場での受付について　 

　　会場については別紙案内を参照してください。申告会場の混雑緩和のため、当日８時 30 分から入場整理券を配布し

ます。また、LINE による事前予約を行います。ご希望の方は新発田市ホームページをご確認ください。 

　　 

 

  

　郵送での提出方法　 

同封の『令和８年度市県民税申告の手引き』4・5 ページの「記入例」を参考に必要事項を記入のうえ、添付書類を同封して下記ま

で送付してください。なお、申告書の控えが必要な方は、あて先を記入し、切手を貼った封筒を同封してください。 

◇添付書類・・・上記①～⑥で該当する書類を必ず同封してください。（①、②、⑥は写しを添付） 

④の源泉徴収票、支払調書、収支内訳書等の場合は原本を添付してください。帳簿の場合は収入と必要経費の合計が明記さ

れた写しを添付するか、申告書裏面 7 と 11（該当の方のみ）を記入してください。 

⑤の保険料控除証明書、寄附金の受領書は原本、障害者手帳、障害者控除対象者認定書は写しを添付してください。 

※ 記入もれや書類の添付忘れがあると市県民税の課税内容に影響しますので、送付前に内容等をよくご確認ください。 

※ 源泉徴収票に記載の人的控除が申告書に記載されていない場合は、その控除を外したものとみなします。 

※ 後日お問い合わせする場合がありますので、申告書には連絡の取れる電話番号を必ず記入してください。 

　電子申告について　 

令和８年度から、eLTAX にて個人住民税の申告手続きができるようになります。詳しくは eLTAX のホームページをご確

認ください。なお、令和７年中に収入がなかった方は、新発田市のホームページからも申告ができます。右上の QR コード

からアクセスし手続きを行ってください。いずれも申告にはマイナンバーカード（個人番号カード）が必要です。 

 問 合 せ 先 

郵 送 先

新 発 田 市 役 所 

税 務 課 　 市 民 税 係

電話番号：０２５４－２２－３０３０（代表）　　 ０２５４－２８－９３２１（直通）

 住所：〒９５７－８６８６　新発田市中央町３丁目３番３号

本人が申告に来られない場合は、以下の３点が必要です。 
１　委任状（法定代理人の場合は戸籍謄本その他その資格を証明する書類） 

※委任状は、同封『委任状』をお使いください。 
２　委任された（申告に来られる）方の本人確認ができる書類（運転免許証など） 
３　委任した方のマイナンバーカード（個人番号カード）（①参照。写し可。）

新発田市公式 LINE を左の QR コードから友だち追加し、基本情報メニューボタンから 

「市県民税申告予約」を選択してください。 

新発田市ＨＰ


